
2025年 9月 24日 

  

「安心を未来へ 信託5周年キャンペーン」の実施について 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、「安心を未来へ 信託5周年キャンペーン」を下記の通り

実施いたしますのでお知らせします。 

当行は今後も、お客さまの一番身近な信託商品を提供できる地域金融機関として「円滑な資産

承継の実現」に向け、中長期的な視点に立ったご提案を行ってまいります。 

記 

＜キャンペーン概要＞ 

名 称 安心を未来へ 信託 5周年キャンペーン 

期 間 2025年 10月 1日（水）～2026年 3月 31日（火） 

対 象 者 個人のお客さまで、期間中、対象の信託商品をご契約いただいた方 

対 象 商 品 

遺言信託 

「遺言信託」（名古屋銀行とのご契約分） 

金銭信託 

「めいぎん家族あんしん信託」、「めいぎん贈与らくらく信託」 

プレゼント 

遺言信託 

もれなく JCBギフトカードをプレゼント 

金銭信託 

ご契約金額 100万円以上で、金額に応じてもれなく最大 10,000円をプレゼント 

 ご契約金額 プレゼント金額 

100万円以上 200万円未満 1,000円 

以降 100万円ごとに  +500円 

500万円以上 600万円未満 5,000円 

以降 100万円ごとに  +500円 

1,000万円以上  10,000円 

応 募 方 法 応募不要（条件を満たしたお客さまは自動エントリーとなります） 

実 施 店 舗 
国内全店舗 

(東京支店・インターネット支店・各ローンセンターを除く) 

・各商品をお申込み、ご契約の際は、所定の手数料をご負担いただきます。手数料等は商品に

よって異なりますので、詳しくは当行担当者へお問い合わせください。 

・商品によりましては、審査によりお申込みのご意向に沿えない場合や、お手続きに時間を要

する場合がございます。 

以 上 





大切な家族への「想い」をお預りします。
このような方に「遺言信託」をおすすめします。

「遺言信託」の概要・流れ

0120-758-038【受付時間】平日9:00～17:00 ※土日祝・銀行の休業日は除きます
信託のご相談とキャンペーンに関するお問い合わせはこちら

名古屋銀行がサポートします。
公正証書
遺言の作成

遺言書の
保管・執行

確実・簡単な
生前贈与 遺贈寄附 認知症などで判断能力が

低下したときの備え

相続人ごとに特定の財産を自分の意思で
指定し相続させたい

子どもがいないので配偶者に全財産を
相続させたい

事業を円滑に承継させたい

相続人以外に財産をのこしたい

相続手続きの負担を軽減してあげたい

遺言書の作成STEP

1

遺言の執行STEP

3

遺言書の保管と管理STEP

2

大切なご家族の未来に、想いを託して。

詳しくはHPで

信託言遺

「安心を未来へ 信託5周年キャンペーン」に関するご留意事項

信託されたご資金をお客さまのご希望に応じて毎年確実・簡単に
生前贈与を行うことができます。

詳しくはお近くの名古屋銀行の店舗にお問い合わせいただくかホームページにてご確認ください。

※キャンペーン期間中に対象商品のご契約をいただいたお客さまが対象となります。 ※本キャンペーンは自動エントリーとなりますのでご応募は不
要です。 ※ギフトカードの発送はキャンペーン最終日を締切りとし、翌月以降に当行届出のご住所にお送りいたします。 ※キャッシュプレゼントは
キャンペーン最終日を締切りとし、翌月以降に普通預金口座へ入金予定です。 ※各商品をお申込み・ご契約いただく際は、所定の手数料等をご負担いた
だきます。

名古屋銀行の信託商品ラインアップ

遺言書を作成することなく想いの実現ができる商品です。
遺言代用信託
めいぎん

信託族 ん ん家 あ し

暦年贈与型信託
めいぎん

信託与 く く贈 ら ら

亡くなられたあとに信託されたご資金
をご家族が簡単な手続きで受け取っ
ていただくことができます。

のこすコース
老後の備えとして必要な医療費など
を代理人がお客さまに代わってお引
き出しいただけます。

そなえるコース
亡くなられたあとに信託されたご資金
を名古屋銀行の遺贈寄附協定締結先
に寄附することができます。

寄附コース

公正証書遺言の作成サポート、保管、遺言の執行まで一貫して名古屋銀行
が行う商品です。お客さまの想いを実現するためにじっくりとご相談に
お応えします。


